
（２）医療保険制度による対応

○ 氏名、生年月日などの申し出により、被保
険者証なしで医療機関を受診することが可能

○ 被災地に居住し、生活にお困りの方は、医
療機関での窓口負担を免除 （震災後に他の
市町村に移った方も同様）

現状への対応

医療関係者の派遣等

（１）医療関係者の被災地への派遣

○ 日本医師会等の関係団体から、医師等を
派遣

○ 全国の自治体との間で、保健師等の派遣を
調整

○ 精神科医、看護師等から構成される「心の
ケアチーム」の派遣を調整

（医療チームのミーティング）

○ 地震が発生して３ヶ月が経過し、
医療の内容は救急医療から慢性
疾患（高血圧など）対応へ

被災地における医療の現状
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現在の活動

○救護所・避難所等における被災者に対する
医薬品提供、服薬説明及びお薬手帳の活用

・ 医療チームに同行して、避難所等における
処方支援、医薬品の識別、代替医薬品の
提案、医薬品の提供、服薬説明

・ 各避難所等において医薬品に関する相談
応需・服薬説明、一般用医薬品の使用相談・
提供

○被災地の病院の薬剤師業務の支援 （院内調剤、
外来患者への服薬説明等）

○避難所等における衛生管理、防疫対策

○医薬品集積所等での医薬品の仕分け・管理、
救護所・避難所への払い出し作業

薬剤師の活動

（被災地におけるくすりの相談窓口）

○被災地の薬局、医療機関における調
剤、服薬指導等による患者への継続
的な支援

○避難所や仮設住宅入居者への巡回
による薬の提供や相談及び衛生管理

今後の活動

（避難所の仮設薬局での医薬品管理）

現在の活動
・避難所等における医薬品供給、相談等
・病院、薬局における調剤等の医療活動
・医薬品集積所での医薬品の仕分け・管理等
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現在の活動

○ 二次的な健康被害の予防
・避難者の体温、血圧測定等を行い、健康相談
・エコノミークラス症候群等の予防のための保健指導
・慢性疾患患者の医療の確保や治療の継続を支援

○ 感染症や食中毒の予防
手洗い、うがい、部屋の換気及びトイレ消毒等の保
健指導や健康教育を実施

○ 心の相談への対応
不眠やストレスを訴える避難者の把握、精神障害者
の継続的な治療等を支援
必要に応じて、心のケアチーム等と連携

○ 福祉サービス等への連絡調整
支援を必要とする高齢者、障害者等に対する必要な
ケアの実施
ニーズに応じて介護・福祉サービス、ボランティア等
の支援につなぐための連絡や調整

保健師の活動

現在の活動

避難者の健康相談
に応じながら、避難
所におけるニーズ
を把握

・避難所に常駐及び巡回しての健康・衛生管理
・在宅要支援者等への家庭訪問
・仮設住宅入居者の健康状況の把握

（エコノミークラス症候群等の予防のために健康体操を実施）

○ 避難所及び仮設住宅の巡回及
び家庭訪問による要支援者への
継続した支援

○ 乳幼児健診等の市町村の平常
業務再開に向けた支援

今後の活動
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現在の活動 管理栄養士による栄養改善活動

○ 岩手県・宮城県・福島県、社団
法人日本栄養士会の連携の下、
被災外の自治体管理栄養士の協
力も得て、栄養状況の厳しい避難
所の巡回指導、個別相談、食事の
確保に対応。

○ 安定的に供給すべき食事提供
のための当面の目標となる栄養量
を提示。

○ 岩手県・宮城県・福島県におけ
る避難所の食事提供状況等の把
握、改善すべき課題の整理、対応。

○ 避難所や仮設住宅への管理栄
養士による重点的な巡回指導、栄
養バランスのとれた食事の確保

○ 糖尿病などの疾病状況や生活
状況といった個別ニーズに応じた
食生活支援

今後の活動

（家庭訪問による栄養指導）

現在の活動
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○ 避難所への医療用医薬品の供給については、各県集積地に搬送された医療用医薬品を、各
県の実情に応じ県薬剤師会等の協力により保健所・救護所等へ搬入し、巡回医師等が携行。

○ 一般用医薬品については、各県集積地に搬送し、生活物資と同梱するなどにより避難所へ搬
入

医薬品の調達

部分拡大

（仕分け梱包後、実情に応じて避難所へ）（県集積地に運びこまれた一般医薬品）

支援内容 搬送先 現地への搬送方法 避難所への搬入

医療用医薬品の搬入
岩手県、宮城県、
福島県

・トラックによる陸路搬送
・米軍ヘリによる空路搬送

各県集積地より、①県内の保健所・救護所等へ
搬入した上で、②避難所を巡回する医療チーム
が携行

一般用医薬品の搬入
岩手県、宮城県、
福島県

・トラックによる陸路搬送

・水産庁巡視船による海路
搬送

各県集積地より、生活物資と併せて避難所に搬
送したり、避難所を巡回する医療チーム等が携行
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